
 

 

○ 地方公務員災害補償基金情報公開・ 
個人情報保護審査会規程        

 

                             

平成十七年三月二十九日                                    

地 基 規 程 第 六 号 

 

第一章 地方公務員災害補償基金情報公開・個人情報保

護審査会の設置 

（設置） 

第一条 地方公務員災害補償基金の保有する情報の公開に関す

る規程（平成十五年九月二十六日地基規程第九号）第十九条及

び地方公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関す

る規程（平成十七年三月二十九日地基規程第五号）第四十一条

の規定による諮問に応じ不服の申立てについて調査審議する

ため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。) に地方

公務員災害補償基金情報公開・個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

（組織） 

第二条 審査会は、委員三人をもって組織する。 

２ 委員は、非常勤とする。 

（委員） 

第三条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、理事長が

委嘱する。 

２ 委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長のあらかじめその指名する委

員がその職務を代理する。 

（議決方法） 

第五条 審査会の議事は、委員二人以上の賛成をもって決する。 

２ 特定の事件につき特別の利害を有する委員は、審査会の決議

があったときは、当該事件に係る議決に参加することができな

い。 

（審査会の書記） 

第六条 審査会に書記を置く。 

２ 書記は、本部の事務に従事する者のうちから理事長が任免す



 

 

る。 

３ 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 

（委員の手当等） 

第七条 委員には、審査会の会議に出席した日数に応じ、手当 

を支給する。 

２ 委員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。 

３ 第一項の手当及び前項の旅費の額並びにその支給方法は、理

事長が定める。 

第二章 審査会の調査審議の手続 

（審査会の調査権限）  

第八条 審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、

開示決定等に係る法人文書の提示を求めることができる。この

場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された法人

文書の開示を求めることができない。  

２ 理事長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、

これを拒んではならない。  

３ 審査会は、必要があると認めるときは、理事長に対し、開示

決定等に係る法人文書に記録されている情報の内容を審査会

の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会

に提出するよう求めることができる。  

４ 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服の申立

てに係る事件に関し、不服の申立人、参加人又は理事長（以下

「不服の申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求め

ること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は

鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。  

（理事長の申出）  

第九条 理事長は、開示決定等に係る法人文書に記録されてい

る情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするもので

あるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。  

２ 審査会は、前条第一項の規定により当該法人文書の提示を求

めようとするときは、理事長の意見を聴かなければならない。  

（不服の申立人等の意見の聴取）  

第十条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料につい

て、第八条第四項の規定に基づき鑑定を求め、又は第十四条第

一項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書

又は資料を提出した不服の申立人、参加人又は理事長の意見を

聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと

認めるときは、この限りでない。  

（意見の陳述）  

第十一条 審査会は、不服の申立人等から申立てがあり、その



 

 

必要があると認めるときは、当該不服の申立人等に口頭で意見

を述べる機会を与えることができる。  

２ 前項の場合においては、不服の申立人又は参加人は、審査会 

の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。  

（意見書等の提出）  

第十二条 不服の申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料

を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を

提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提

出しなければならない。  

（委員による調査手続）  

第十三条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名す

る委員に、第八条第一項の規定により提示された法人文書を閲

覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一

項本文の規定による不服の申立人等の意見の陳述を聴かせる

ことができる。  

（提出資料の閲覧）  

第十四条 不服の申立人等は、審査会に対し、審査会に提出さ

れた意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合に

おいて、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認め

るときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒

むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を

指定することができる。  

（調査審議手続の非公開）  

第十五条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。  

（不服の申立ての制限）  

第十六条 審査会又は委員がした処分については、不服の申立

てをすることができない。  

   附 則 

第一条 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。 

第二条 地方公務員災害補償基金情報公開審査会規程（平成十

五年九月二十六日地基規程第十号）第三条の規定に基づき委嘱

されている委員については、引き続きこの規程の第三条の規定

により委嘱された委員とみなす。 

第三条 第二章の規程の施行に関し、基金業務の特殊性を勘案

し、当分の間、特例を要する場合には理事長が別に定めること

ができる。 

第四条 地方公務員災害補償基金情報公開審査会規程（平成十

五年九月二十六日地基規程第十号）は廃止する。 


